
奈
良
県
営
水
道
企
業
管
理
規
程
第
一
号

各

課

水
道
局

出
先
機
関

奈
良
県
水
道
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
奈
良
県
営
水
道
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
十
二
条
の
三
第
四
項
中
「
育
児
休
業
条
例
」
を
「
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四

年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
九
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
を
削
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
育
児
休
業
条
例
第
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
情

に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
す
る
場
合
を
除
き
」
を
、
「
一
月
」
の
下
に
「
（
当
該
請
求
に

係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
育
児
休
業
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
二
週
間
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
育
児
休
業
」
」
の
下
に
「
と
、
「
で
き
る
。

」
と
あ
る
の
は
「
で
き
る
。
た
だ
し
、
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
が
育
児
休
業
条
例
第
三
条
第

七
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
」

を
加
え
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
手
続
）

第
十
五
条

育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
は
、
育
児
休
業
条
例
第
三
条
第
七
号
に
規
定
す
る
職
員

が
任
期
を
更
新
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
を
請
求
す
る
場
合
を
除
き
、
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
て
い
る
日
の
一
月
（
当
該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条

例
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
て
い
る
育
児
休
業
（
当
該
期
間
内
に
延
長
後
の
育
児
休
業

の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
る
日
が
あ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
期
間
を
延
長
し
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
二
週
間
）
前
ま
で
に
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
管
理
者
が
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
育

児
休
業
承
認
請
求
書
（
第
三
号
様
式
）
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
の
延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
「
所
属
長
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
者
」
と
、
「
介
護
休
暇
」
と
あ
る
の
は
「
前

項
に
規
定
す
る
期
間
の
延
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



第
十
六
条
の
三
を
第
十
六
条
の
四
と
し
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
号
様
式
の
二
」
を
「
第

四
号
様
式
の
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
の
三
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
再
度
の
育
児
短
期
間
勤
務
を
す
る
場
合
の
養
育
計
画
の
申
出
）

第
十
六
条
の
二

育
児
短
時
間
勤
務
の
請
求
の
際
育
児
短
時
間
勤
務
に
よ
り
子
を
養
育
す
る
た
め
の
計

画
に
つ
い
て
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
管
理
者
が
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
育
児
短
時
間
勤
務

計
画
書
（
第
四
号
様
式
の
二
）
）
に
よ
り
管
理
者
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十

九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
育
児
休
業
条
例
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
二
十
三
号
中
「
出
産
後
八
週
間
」
を
「
出
産
の
日
以
後
一
年
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
三
を
削
る
。

「

□

育
児

第
三
号
様
式
中
「第

１
４
条
の
２
関
係

」
を
「第

１
４
条
第
１
５
条
関
係

」
に
、

、

□

再
度

（再
度
の

「

□
育
児

□
同
一

児
休
業

休
業
の
承
認

□

育
児
休
業
の
期
間
の
延
長

も
の
に

を

□

育
児

の
育
児
休
業
の
承
認

□

再
度
の
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長

□

育
児

育
児
休
業
又
は
再
度
の
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
が
必
要
な
事
情
を
記
入

）

（同
一
の

」

休
業
法
第

に
限
る
｡

休
業
の
承
認

（次
に
掲
げ
る
育
児
休
業
の
承
認
を
除
く

）

。

の
子
に
係
る
３
回
目
以
後
の
育
児
休
業
の
承
認

（既
に
２
回
の
育
児
休
業

（育

法
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
除
く

）を
取
得
し
た
場
合
の

「

。



限
る

）

。
４
既

休
業
の
期
間
の
最
初
の
延
長

に
、

を
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長

子
に
係
る
３
回
目
以
後
の
育
児
休
業
の
承
認

（既
に
２
回
の
育
児
休
業

（育
児

２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
除
く

）を
取
得
し
た
場
合
の
も
の

。

）又
は
育
児
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
の
承
認
が
必
要
な
事
情
を
記
入

）

」

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

に
育
児
休
業

し
た
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

「

年
月

日
か
ら

年
月

年
月

日
か
ら

年
月

４
既
に
育
児
休
業

を

を
し
た
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

」

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

日
ま
で

に
改
め
、
同
様
式
の

①
中
「育

児
休
業

」
を
「職

員
の

（注）

日
ま
で

日
ま
で

」



育
児
休
業
に
関
す
る
条
例
第
３
条
第
７
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
及
び
育
児
休
業

」
に
改
め
、
同
様
式
の

中
④
を
⑤
と
し
、
同
様
式
の

③
中
「
（当

該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日

（注）

（注）

か
ら
５
７
日
間
の
期
間
内
に
職
員

（当
該
期
間
内
に
産
後
休
暇

（別
表
第
２
第
１
２
号
に
規
定
す
る

、

休
暇
の
う
ち
出
産
の
日
の
翌
日
以
後
の
期
間
に
係
る
休
暇
を
い
う

）に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
職

、
。

員
を
除
く

）が
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
最
初
の
育
児
休
業
を
す
る
場
合
を
除
く

）
」
を
削

。
。

り
、
同
様
式
の

中
③
を
④
と
し
、
同
様
式
の

②
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（注）

（注）

③
職
員
の
育
児
休
業
に
関
す
る
条
例
第
３
条
第
７
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休

業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
所
属
職
・
氏
名

「３
請
求
期
間

」欄
及
び

「４
既
に

、
、

、

育
児
休
業
を
し
た
期
間

」欄
の
み
を
記
入
す
る
こ
と
。

第
四
号
様
式
の
二
中
「第

１
６
条
の
２
関
係

」
を
「第

１
６
条
の
３
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第

四
号
様
式
の
三
と
し
、
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



第４号様式の２（第１６条の２関係）

育 児 短 時 間 勤 務 計 画 書

（任 命 権 者） 提出年月日 年 月 日

殿

所 属

職・氏名

再度の育児短時間勤務の承認の請求をする予定ですので、育児短時間勤務の計画に

ついて下記のとおり提出します。

なお、下記の記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届け出ます。

１ 請 求 に 係 る 子

子 の 氏 名 生年月日 年 月 日生

２ 請 求 者 の 計 画

請 求 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

再度の請求予定期間 年 月 日から 年 月 日まで

３ 備 考

（注）① 育児短期間勤務計画書は、育児短期間勤務承認請求書と同時に（変更の届出

の場合は、記載事項に変更が生じた後遅滞なく）提出するものとする。

② 「請求期間」欄には、育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入

する。

③ 子の出生前に提出する場合は、「１ 請求に係る子」欄の記入は、出生後、

速やかに行うこと。

④ 変更の届出の場合は、１及び２の記載事項のうち変更する箇所のみ記入する。
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